
幹線道路網（高速道路＠車轄閤道｝の整備

1 現状

県内の高規格幹線道路や直轄国道の幹線道路網の整備は、今年度、松阪多気バイパス

が開通し、平成30年度には、新名神高速道路が全線開通予定など着実な整備が図られて

います。

＜主な事業の進捗状況＞ 平成29年3月末時点

事業名 事業主体 全体事業費 進捗状況 備考

新名神高速道路
中日本高速（株） 3, 300億円 約 50% 平成 30年度関連

（新四日市～亀山西）

東海環状自動車道 国
1, 300 1！意円 約 64%

平成 30年度開通

（北勢～四日市） 中日本高速（株） 東員～大安

熊野尾鷲道路（lI期） 国 260億円 約 51%

国道 1号北勢臼 P 国 1, 300億円 約 65%

国道 1号桑名東部拡幅 菌 490億円 約 37%

国道 23号中勢Bp 国 1, 900 jj意円 約 84%
平成 30年度開通

鈴鹿～津

国道 42号松阪多気Bp 国 480 1;意円 約 86% 平成 29年度開通

2 取組方針

地域の経済活動（産業観光）の拡大を支える基盤として、幹線道路網の整備促進を

図ります。

－大規模地震や激甚化する集中豪雨等による自然災害の脅威に対し、県民の皆さんの安

全・安心を確保するため幹線道路網の整備促進を図ります。

－鈴鹿四臼市道路や近畿自動車道紀勢線の禾事業化区間の早期事業化に向けた取組を推

進します。

3 平成 29年度の取組

整備促進を図るため、開通見通しの早期公表や未事業化区間の早期事業化について、

関係市町や民間企業、民間団体とも協力しながら、引き続き、自に対し働きかけて

いきます。

（内容）

シンポジウム、開通式、促進大会等の開催

国への要望活動（市町・企業含む）

羽今年度、新たに設置した近畿道紀勢線推進プロジェクトチームにより、近畿道紀勢

線の用地取得を支援します。
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県管理道路の整備

1 整備概要

( 1 ) 整備方針

県民等の安全性や利便性の向上を目的に、次の 4つの方針に基づき、「道

路事業計画」を策定し、県管理道路の整備を計画的に推進しています。

－高規格幹線道路へのアクセスの改善

－緊急冒災害時の復！日・復興に資する道路整備

咽交通円滑化を図る渋滞対策

幅安全 E 安心・快適な道路環境を確保する道路整備

( 2) 整備方法

国の補助事業や交付金事業を最大限に活用するとともに、県単独事業もあ

わせ整備を進めています。

整備に際しては、県民ニーズにきめ細かに応えるため、バイパス整備や現

道拡幅などの抜本整備に加え、待避所の設置など柔軟な対応を織り交ぜなが

ら計画的に整備を推進しています。

事業種別

整備手法

国補道路改築事業（地域高規格道路）

社会資本整備総合交付金事業

防災・安全交付金事業

地方道路整備（改築）事業、県単道路改築事業

①パイパス整備や現道拡幅などの改築（抜本的な整備）

②視距改良、待避所設置等の部分的な改良（柔軟な対応）

③橋梁耐震対策工事

2 平成 28年度の取紐

3 

①抜本的な整備

国道 422号八知山拡幅（大台町）、県道桑名大安線（東員町）、県道水郷公

園線（桑名市）、県道熊野矢ノ川線（熊野市）など 11l路線の完成供用と国

道 260号南島バイパス（南伊勢町）など 9路線の部分供用

②柔軟な対応

国道 422号栗谷（大台町）など 3路線の完成供用と県道一志美杉線（津市）

など 7路線の部分供用

③橋梁耐震

国道 368号〔桜橋〕（松阪市）など橋梁 12橋の耐震化

平成 29年度の取組

「平成 29年度道路事業計画」に基づき、計画的に整備を進めます。

主な完成供用予定箇所は以下のとおりです。

①抜本的な整備

国道 167号鵜方磯部バイパス （志摩市）、 国道 422号三日坂バイパス （伊

賀市） 等
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1 道路施設の現状

県管理道路

1霊 日lJ

国道（県管理）

県道

国道官県道計

道路の維持管理

(H28 4. 1現在）

路線数 実延長（km)

20 790. 0 

308 2 663. 9 

328 3 453. 9 

主要な道路施設の内訳 (H29. 4. 1現在）

種 Jllj 橋梁 卜ンネJ>
横断

シ工ツト
大型

歩道橋 力J＞ハv ー卜

施設数 4 202 128 1 01 22 35 

うち、建設後50年以 1 540 22 。
上の道路施設 （約37出） （約17出） （約1出） (O出） （約3出）

2 老朽化した主要な道路施設の管理手法

①定期点検（ 1回／ 5年）の実施

②長寿命化修繕計画に基づく修繕

3 平成28年度の取組

定期点検

橋梁833橋、横断歩道橋27橋、シェッド5基、門型標識6基

同定期点検結果で修繕が必要となった施設の修繕工事

橋梁16橋、 トンネル17本、横断歩道橋16橋

z 研修会の開催による市町職員への技術的サポート（20回開催）

掴住民参加による維持管理（370団体）

4 平成29年度の取組

( 1 ）継続的な取組

毛定期点検

橋梁 816橋、横断歩道橋 26橋、 トンネル 31木、門型標識5基

z 定期点検結果で修繕が必要となった施設の修繕工事

橋梁 69橋、 トンネル 11木、横断歩道橋 12橋

研修会の開催による市町職員への技術的サポート

曹住民参加による維持管理

( 2 ）新たな取組

門型

標識等

18 。
(0出）

新たな財源確保を目的とした横断歩道橋にかかるネーミングライツの実施
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河川の整備

1 施設整備

( 1 ）洪水防止対策

①事業百的と取紐方針

局地的な集中豪雨や台風の大型化に伴う豪雨が増加しており、浸水被害から

県民の生命と財産を守るため、河川施設の整備を進めています。

事業効果が大きい河川や水害が頻発するなど緊急性の高い河川について重点

的に整備を進めていきます。

②平成29年度の取組

三渡川（松阪市）や三滝川｜（四日市市）など16河川で河川改修事業を実施

します。

( 2 ）地震・津波対策

①事業呂的と取組方針

南海トラフ地震の発生が懸念されている中、大規模地震発生後の津波田高潮

等による浸水被害を軽減するため、河川河口部の大型水門や河川堤防の地震・

津波対策を進めます。

②平成29年度の取紐

鍋田川河JII堤防（木曽岬町）や横川水門（津市）など4河川で地震’津波

対策を実施します。

2 住民の避難に資する取組

( 1 ）浸水想定区域の指定

①事業目的と取組方針

平成 27年の水防法改正に伴い、想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪

水浸水想定区域図等を作成し、区域等を指定 E 公表することになりました。

水位周知河川に位置付けた 37河川について、平成 35年度までに洪水浸水想

定区域等を指定 公表します。

〉②平成 29年度の取組

昨年度に着手した 8河川で、洪水浸水想定区域等を指定問公表するとともに、

新たに雲出川で作成に着手します。

( 2 ）「水防災意識社会Jの再構築

①事業目的と取組方針

行政や住民等の各主体が、「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれ

ない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水氾濫に備

える「水防災意識社会Jの再構築が必要になっています。

「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき、県、市町等で構成する水防災

協議会を県内 11の圏域で設置して、減災のための目標を共有し、住民の避難

に資する取組などを一体的、総合的に推進していきます。
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②平成 29年度の取組

今年6月末までに 8圏域の水防災協議会を設置し、「各国域県管理河川にお

ける水防災意識社会の再構築に向けた取組」をとりまとめます。

（桑名、四日市、鈴鹿、櫛田J11 C松阪）、宮川（伊勢）、志摩、尾鷲、熊野）

3 維持管理

管理施設の損傷や老朽化に伴う機能低下などにより、県民生活や経済活動に

深刻な影響が生じることがないよう、適切な維持管理を行うとともに、河川の

適切な利用を確保します。

定期的なパトロールや施設点検を行い、修繕の必要性を 3段階に分類して修

繕に取り組みます。

点検結果 修繕予定

ランク 1 緊急に修繕が必要な箇所 翌年度に修繕を実施

ランク 2 緊急性は低いが修繕が必要な箇所 概ね3年を目途に修繕を実施

フンク 3 経過観察箇所

河川の適正な利用の確保に関しては、関係法令を遵守した許認可事務に取り

組みます。

河川関係法令目河川法、砂利採取法

河川堆積土砂については、洪水時の被害軽減のために、引き続き河川事業や

砂利採取制度、災害復旧事業を活用して撤去に取り組みます。

また、その結果については、県のホ ムページで年 3回（ 7月、 12月、 1

月）公表します。

【参考】 平成29年4月1日現在

水系数 河川数
河川延長 国管理 県管理

(km) 河川数 延長（km) j可J11数 延長（km)

一級河JII 7 362 1751. 4 37 (8) 233. 5 354 1517. 9 
二級河川 73 192 792. 0 192 792. 0 

言十 80 554 2543. 4 37 (8) 233. 5 546 2309. 9 

※（）は国管理のみの河川数で内数
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' 木曽三j11 J司川改修

員弁J11河川改修
銀EB／！／上流排水機場延命化

鍛国／！／地震高潮対策

三滝川河川改修

三滝川鉄道橋緊急対策

鈴鹿川沼川改修

堀切JII河川改修

横川他地震高潮対策

志登茂JII河川改修

安濃JI!i可JII改修

椴J11汚J11改修

雲出川j~川！改修

三渡川河川改修

百々川河川改修・排水機場延命化

毛無川排水機場延命化

木津川j司川改修

木津川河／！／改修

櫛白川j司川改修

宮川j司川改修

大内山／l日可／！／改修
五十鈴／！Hi可／！／改修

前日！地震高潮対策

F

J

J

、

熊野／！／~可／！／改修
~ F 、 1、l

J 、
主

志原川河川｜改修

凡例

直轄j~川事業 [7] 

県河川事業 （！級河／！／） [ 7} 

県河JII事業（2級河川）【 13] 首長野j！日目J11改修
J 
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( 3 ）砂防関係施設の維持管理

管理施設の損傷や劣化等に伴う機能低下により、県民生活に深刻な影響が生じ

ることがないよう、施設の点検や修繕を行い、適切な維持管理に取り組みます。

土砂災害を誘発する行為を制限するため、砂防関係法令に基づいて許認可事務

を行います。また、土石及び砂利採取に関する採取計画の認可、その他規制等を

行い、採取に起因する災害の発生防止に努めます。

砂防関係法令 砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

採石等に関する法令：採石法、砂利採取法、三重県土採取規制条例 v

2 ダム事業

( 1 ）事業目的と取組方針

県土整備部では、洪水時の河川水位を低下させ下流の浸水被害を軽減すること

を目的に、 3つのダムで洪水調節を行っています。

管理者 名称

宮川ダム（多目的ダム・大台町）

重県（県土整備部） 君ヶ野ダム（多目的ダム且津市）

滝川ダム（多目的ダム E 伊糞市）

また、 1つのダムを建設中です。

管理者 名称

三重県（県土整備部） 鳥羽河内ダム（治水ダム E 鳥羽市）

国土交通省及び独立行政法人水資源機構は、県内で 3つの治水ダムを管理してお

り、県では、夕、ムからの放流量や貯水位などの情報を得て、県管理河川の状況監視

に努めています。

管理者 名称

国土交通省 は蓮ちすダム（多目的ダム a 松阪市）

し青ょう蓮れん寺じダム （多目的ダム・名張市）
（独〕水資源機構

比奈知ダム（多目的ダム 名張市〕

また、 1つのダムを建設中です。

管理者 ｜ 名称

（独）水資源機構 ！ 川上ダム（多目的ダム圃伊賀市）

( 2 ）平成 29年度の取組

目県土整備部が管理する 3つのダムについては、引き続き洪水調節など適切な管理

に取り組みます。

－鳥羽河内夕、ムは、平成 40年度の完成に向けて用地震収を進めていきます。

司川上ダムは、本年度から本体工事に着手する予定であり、早期完成を国等に働き

かけていきます。
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本年度の県内の主な砂防置ダム事業

滝川ダム

宮之谷川砂防事業

小滝川砂防事業

かや落し谷砂紡事業

上野1地区急傾斜地崩壊対策事業

【建設中lJI I上ダム
薬王寺谷川砂防事業

夏秋地区
急傾斜地崩壊対策事業

青蓮寺ダム

上七奈知ダム

畑井地区急傾斜地崩壊対策事業

止山東谷砂防事業
蓮華寺地区急傾斜地崩壊対策事業

記
君ケ野ダム

所谷川砂防事業

蓮ダム

宮川ダム

島谷川砂防事業

寓谷砂防事業

【建設中】鳥羽河内ダム

迫間；甫5地区急傾斜地崩壊対策事

佐田谷川！砂防事業

奥西谷砂防事業

長島地区急傾斜地崩壊対策事業

寺の谷川砂防事業

中井j甫2地区急傾斜地崩壊対策

阿国和地区急傾斜地崩壊対策事業

＼上地3地区、土地4地区
急傾斜地崩壊対策事業

業事策A
J
3
 

4
d
A
r
 

壊

業
崩

事

業

地

ム

事

斜

ダ

防

傾

水
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港湾、，海岸の整備

1 港湾事業

( 1 ）事業目的と取組方針

地域の人流目物流ネットワ クの拠点としての港湾機能を維持し、県民生活と

産業活動を支えます。このため、老朽化が進む岸壁物揚場護岸等の施設の

更新監修繕や航路 泊地の没深に取り組みます。

大規模災害発生時において、緊急物資等の海上輸送機能を確保します。このた

め、臨港道路橋梁の耐震対策に取り組みます。

( 2 ）平成29年度の取組

z 施設更新 津松阪港（大口地区）の岸壁、宇治山田港（今一色地区）の護岸、

津松阪港（新堀地区）の物揚場

－耐震対策．長島港江ノ浦大橋の橋脚補強

－航路没深田宇治山田港、鵜殿港

2 海岸事業

( 1 ）事業目的と取組方針

堤防背後に住む県民の生命・財産を、津波や高潮目侵食による浸水被害から守

ります。

・三重県は南北に長く、地域により背後地の人口 資産、高潮や津波の高さ、堤

防の高さなど施設の状況が異なることから、下記のとおり地域特性に合わせた

対策に取り組みます。

県北部..・地擦が低く地震により堤防が崩壊すると浸水する可能性があるこ

とから、地盤の液状化による堤防の沈下や崩壊を防止する地震対

策を重点的に実施しますロ

県中部 u ・高潮や高波による越波や海岸の侵食を防止する高潮 z 侵食対策を

重点的に実施します。

県南部 ・・大きな津波が短時間で来襲することから、住民の避難時間を少し

でも確保できるよう、津波対策として「海岸堤防強靭化対策Jを

重点的に実施します。

( 2 ）平成29年度の取紐

－高潮対策：磯津地区海岸、井団地区海岸など10箇所

－侵食対策．千代崎港原永地区海岸、宇治山田港二見地区海岸

耐震対策岨長島地区海岸、川越地区海岸など 5筒所

－津波対策（海岸堤防強靭化対策）：宇治山田港二見地区海岸など 8箇所
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3 港湾四海岸維持管理

管理施設の損傷や老朽化に伴う機能低下などにより、県民生活や経済活動に深刻

な影響が生じることがないよう、適切な維持管理を行います。

v 定期的なパトロ ルや施設点検により、現状把握に努め、点検後の施設につい

ては、修繕の必要性を 3段階に分類して修繕に取り組みます。

点検結果 修繕予定

フンク 1 緊急に修繕が必要な箇所 翌年度に修繕を実施

フンク 2 緊急性は低いが修繕の必要な箆所 概ね 3年を目途に修繕を実施

ランク 3 経過観察箇所

司港湾 a 海岸の適切な利用の確保に関しては、関係法令を遵守した許認可事務

に取り組みます。

港湾・海岸に関する関係法令冒 ヨ港湾法、海岸法
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都市計画法び都市基盤の整備

1 都市計聞について

(. 1 ） 現 状

都市計額制度を活用し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることを図的に、都市

計国区域マスタープラン（24都市計画区域ごとに策定）などにおいて方針や目標等を定

め、必要となる都市計画の決定、見直しを行っています。

( 2）取組方針

以下の観点を重視し市町とともに地域特性に応じた都市づくりを進めます。

羽人口減少・超高齢社会に対応した集約型都市構造の形成

－発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害に対応した都市構造の形成

．地域経済の活力維持・向上に向けた都市構造の形成

( 3）平成29年度の取組

0圏域マスタープランの策定

生活上の結びつきが強い広域圏（圏域）において、おおむね20年後の将来都市像を

震望したうえで、都市計画が担うべき課題や都市計画の目標などを示します。

2 都市基盤の整備について

( 1 ） 現 状

①安全で快適な都市生活の確保、災害に強い都市構造の形成をめざし、市街地におけ

る街路の整備を実施しています。

②潤いある都市環境を形成するため、 6箇所の県営都市公園の整備・管理を行うとと

もに、利用促進に努めています。

－北勢中央公園（四日市市＝いなべ市町菰野町）

・亀山サンシャインパーク（亀山市）

－大仏山公園（伊勢市＝玉城町・明和町）

(2）取組方針

－鈴鹿青少年の森（鈴鹿市）

・県庁前公園（津市）

－熊野灘臨海公園（紀北町）

①街路については、鉄道との立体交差、電線類の地中化、通学路の安全確保など効果の

高い事業に注力し整備を進めます。

②都市公園については、指定管理者と連携し安全管理 z 利用促進を図るとともに、老

朽化が進む都市公園施設の計商的な更新修繕を実施します。

( 3 ）平成29年度の取組

⑦街路

・近鉄川原町駅付近連続立体交差事業（鉄道‘道路の立体交差〕

松阪公園大口線街路事業（鉄道道路の立体交差、無電柱化）

伊賀上野橋新都市線街路事業 （無電柱化）

外宮度会橋線街路事業（無電柱化） 他

②都市公園

－指定管理者と連携し安全管理を徹底するとともに、新たなイベント開催等によ

り利用促進を図ります。

・「公園施設長寿命化計画Jに基づき、遊具等老朽化する公園施設の更新・修繕を

実施します。

目各指定管理者との契約期間（5年間）が今年度をもって終了することから、次

期指定管理者の選定手続きを行います。
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景観まちづくりの推進

1 良好な景観づくりに向けた取組

( 1 ）現状

景観法に基づく景観行政匝体として、以下の計画に基づき、良好な景観づくりに

向けた取組を推進

三重県景観計画（平成20年4月から運用）

z 熊野川流域景観計画（平成 27年4月から運用）

［参考］景観行政団体とは
景観行政を担う主体で、都道府県、政令市、中核市は法定、その他の市町村は
都道府県との協議により、景観行政団体になることが可能。

［参考］市町の景観行政団体 9市（平成29年5月1日現在）
桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊勢市、志摩市、伊賀市

( 2）取組方針及び平成29年度の取組

①三重県景観計画等の着実な推進

景観法に基づく届出行為の審査、景観に配慮した公共事業等の調整など

②市町の景観行政団体への移行の促進

市町が景観行政団体となって実施する事務について、「三重県権限移譲推進方針」

に基づく平成 29年度重点移譲事務として位置付け、黒から市町への移行に向けた

働きかけを推進

【参考】国の動き

平成 28年3月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョンJにおいて、「2020年

を回途に、主要な観光地（原則として全国の半数の市区町村）で、景観計画を策定」が

明記

2 適正な屋外広告物の設置に向けた取組

( 1 ）現状

屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可、違反広告物の是正・指導等

【参考】市町へ許可・指導事務を権限移譲 3市1町（平成29年5月1日現在）
鈴鹿市、津市、松阪市、大紀町

( 2）取組方針及び平成 29年度の取組

①屋外広告物条例に基づく屋外広告物対策の推進

違反屋外広告物の是正向指導の推進、広告主等への条例の普及啓発など

②市町への権限移譲の推進

屋外広告物の許可＝指導事務について、「三重県権限移譲推進方針」に基づく平

成 29年度重点移譲事務として位置付け、県から市町への権限移譲に向けた働きか

けを推進
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下水道の整備

1 現状

快適な生活環境と健全な水環境を維持するため、県及び市町では「生活排水処理

アクションプログラム（三重県生活排水処理施設整備計画〕Jに基づき下水道の整

備を行っています（［表 1 ] ）。
県は、 3流域6処理区において「流域下水道」の整備を進Wており（［表－ 2 ］）、

市町は「公共下水道」として、流域下水道に接続する流域関連公共下水道（15市

町）と、市町が独自で汚水を処理する単独公共下水道（11市町）の整備を進めてい

ます。

県は、市町と連携を図りながら、下水道の未普及地域の解消を進めています。

［表－ 1］生活排水処理施設の種類と普及率

普及率 整備完
生活排水処理施設の種類

H27末（出） 了時間

下水道 51. 7 81. 6 

農業集落排水施設 5. 2 4. 8 

漁業集落排水施設 0. 3 0. 5 

コミユーアイ プフント 0. 2 。。
市町設置型浄化槽 1. 0 2. 9 
個人設置型浄化槽 24. 2 10. 2 

合計 82. 6 100. 0 

［表－ 2］流域下水道

流域下水道 処理区

北勢沿岸 北部

南部

中勢沿岸 志愛茂J11 （未供用）

雲出川i左岸

松阪

宮川 宮川

2 取組方針

( 1 ）生活排水処理アクションプログラム！こ基づき、下水道の普及率向上のため、

浄化センターの整備と幹線管渠の延伸を進めます。また、津波対策にも取り組

みます白

( 2）平成32年4月から地方公営企業法の 部（財務規定等）を適用することから、

そのための事務を進めます。

3 平成四年度の取組

( 1 ）各処理区での主な取組

志登茂川浄化センターの平成 30年4falの供用開始に向けた整備

E 宮川流域下水道（宮川処理IZ:）の伊勢市、明和町地内で幹線管渠の延伸

a 宮川浄化センターで津波対策を検討

( 2）地方公営企業法の一部（財務規定等）適用

企業会計システムの構築等

R
U
 

E

－u 



流域下水道計画処理区域図

北勢沿岸流域下水道

（北部処理区）

〔事業着手〕昭和 51年度

〔供用開始〕昭和 62年度

［関係市町〕 3市4町

北勢沿岸流域下水道

（南部処理区）

〔事業着手〕昭和 62年度

〔供用開始〕平成 7年度

［関係市〕 3市

中勢沿岸流域下水道

（志登茂川処理区）

〔事業着手〕平成 9年度

〔供用原始〕平成 30年 4月（予定）

〔関係市〕 1市

中勢沿岸流織下水道

（雲出川左岸処理区）

〔事業着手〕昭和 56年度

〔供用開始〕平成 5年度

〔関係市〕 1市

中勢沿岸流域下水道

（松販処理区）

〔事業着手〕平成 2年度

〔供用開始〕平成 10年度

〔関係市町〕 2市 1町

宮川流域下水道

（宮川処理区）

〔事業着手〕平成 10年度

〔供用開始〕平成 18年度

〔関係市町〕 1市2町

汚水の流れ（流域下水道）

' 

嘩
各家庭

終末2
処理場 l勢 海 河 川i
（県） に放流

' 

5-6 



建築開発行政

1 建築行政

安全で安心な建築物を確保するため、建築基準法に基づき新築等の建築確認申請

の審査や完了検査などを行うとともに、不特定多数が利用する特殊建築物に係る定

期報告の審査や立入指導などを行っています。

また、円滑な建築行政を推進するため、次の市に権限移譲を行っています。

①権限移譲の状況

特定行政庁桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市

・限定特定行政庁（※） 伊賀市、名張市、亀山市

※小規模な建築物に関する建築行政を行う。

②建築確認件数（平成 24年度から平成 28年度まで）

12,000 

9,972 （推計）

8,473 8,871 「一一寸 8,326 8,106 
10,000 

8,000 一一一一一寸 「一一一i

17 9091 ｜九4341 17350[ 
7,3931 

6,000 

4,000 

2,000 

。」」：；j陛習；~z 陸封55~ 』~~~~ 』~~H
平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度

2 開発行政

E指定確認検査機明

a特定行駒宇の市

巴三重県

適正な土地利用及び安全な宅地を確保するため、都市計商法及び三重県宅地開発

事業の基準に関する条例に基づき開発許可申請の審査や完了検査などを行っていま

す。

開発行政においても、次の市に権限移譲を行っています。

①権限移譲の状況

権限移譲市．桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市

②開発許可件数（平成 24年度から平成 28年度まで）

500 「一一一一一一← 一一一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 … 

300 , 206 235 I -
185 194 人里］

382 
410 

400 
378 

ー←－ 357一一一一一一一

200 , 

1口0 I 11761' '11751 1172" 184 I一一 ・1192 

。
平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成2日年度
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（建築確認 開発許可を行っている市）

BB建築確認〔全て）をf日崎市（桑師、四日市市、問、津市、松阪市〉

際務毅怒察綴窓！

建築篠認〔小規模）を行っている市〔伊賀市、名張市、亀山市〉

亡コ開発許可を行っている市（桑名市四日市市鈴鹿市津市〉
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建築物の耐震対東

1 現状

県民の生命や財産を守るため、建築物の耐震化の目標や呉体的な取組を示す「三

重県建築物耐震改修促進計画」に基づき、平成32年度を期限として耐震対策に取り

組んでいます。

( 1 ）住宅の耐震化促進の取組

住まいとまちの安全性を確保するため、大地震の際に倒壊の可能性が高い昭和

田年5月 31日以前（旧耐震基準）に建てられた木造住宅の無料耐震診断、耐震

改修等を支援しています。

( 2 ）建築物の耐震化促進の取組

建築物の耐震化を促進するため、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の耐

震診断結果を平成 29年 1月に公表するとともに、耐震改修を支援しています。

地震時に、第一次緊急輸送道路を閉塞する恐れのある避難路沿道建築物の耐震診

断を義務付けるとともに、耐震診断、耐震改修を支援しています。

大規模地震時に防災拠点となる市町の庁舎について、平成 29年3月に三重県建

築物耐震改修促進計画を改正し、耐震診断の義務付け対象に位置づけました。

2 平成 29年度の取組

( 1 ）住宅の耐震化について

市町が計間的に耐震化の普及啓発を行えるよう、住宅耐震化緊急促進アクション

プログラムの策定を支援します。

！日i耐震基準の住宅が集積する地区での重点的な戸別訪問や、耐震診断を済ませた

方を対象とする相談会及び防災教育活動等により、引き続き建設事務所、市町及

び関係団体と協働し、普及啓発に取り組みます。

( 2 ）建築物の耐震化について

不特定多数の者が利用する大規模建築物等について、市町と連携し早期に耐震

化するよう働きかけます。

市町が避難路沿道建築物の耐震改修等に補助を行う場合に、県が当該市町を支

援する制度を、平成 29年度に創設しました。この制度を活用して耐震化が進

むよう市町の補助制度の早期創設を促します。
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安全で快適な住まいづくりの推進

三重県住生活基本計画の推進

1 計画の状況

本県にふさわしい豊かな住生活を育むとともに多様化する居住二一ズに

応えることを目的として、平成 29年3月に「三重県住生活基本計画」を改

定しました。

2 課題

( 1 ）大規模災害に対する備え

平成 27年度末時点、で約 12万戸の住宅が耐震基準を満たしていないこと

から、南海トラフ地震等大規模災害が発生した場合に備えた、耐震補強工

事の推進

( 2 ）少子高齢化社会に対応した住まいの環境整備

本県の人口は減少に転じており、本格的な少子高齢社会が到来している

ことから、こうした社会に対応した住まいの環境整備

( 3 ）民間の空き家増加への対応

昭和田年以降、住宅数が世帯数を上回るなど、民間の~き家が年々増加

していることに伴う、空き家の適正な管理などの対策

( 4 ）住宅確保要配慮者に対する住まいの確保

高齢者を中心として住宅確保要配慮者が年々増加していることに伴う、

誰もが安心して暮らせる環境の整備

3 平成 29年度の取紐

( 1 ）大規模地震に対する備え

住宅耐震化緊急アクシヨンプログラム未策定の市町に対する策定の促進

．木造住宅耐震補強補助事業を活用した耐震化の取組を推進

( 2 ）少子高齢化社会に対応した住まいの環境整備

－高齢者向け住宅の供給促進

・長期優良住宅の普及促進

( 3 ）民間の空き家増加への対応

空き家等対策計聞の策定を予定している市町に対する支援

空き家除却補助事業や空き家リノベ ション補助事業活用による市町の

空き家対策の取組を支援

( 4 ）住宅確保要配慮者に対する住まいの確保

－県営住宅の活用

住宅確保要配慮者を積極的に受け入れる民間賃貸住宅「三重県あんしん

賃貸住宅」の登録促進
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II 県営住宅の管理

1 現状

( 1 ）入居率等

60団地（287棟、管理戸数 4,059戸）中、入居可能戸数は 3,432戸、その

うち入居中の戸数は 2,605戸 （入居率 75.9%）となっています（平成田

年4月1日現在）。

( 2 ）維持管理

①指定管理の現状

平成 18年4月から指定管理者制度を導入しています。

O北勢ブロック 鈴鹿亀山不動産事業協同組合

O中勢伊賀ブロック 伊賀南部不動産事業協同組合

0南勢ブロック 三重県南勢地区管理事業共間体

O東紀州ブ口ック ・三重県南勢地区管理事業共同体

※いずれも指定期間は平成 26年度から平成 30年度までの 5年間

②維持管理の方針

ョ新規建設や建替えではなく、既設住宅を最大限活用することとし、既存県

営住宅の長寿命化のための外壁改修や高齢者仕様（バリアフリー化）への

住戸改善等

公営住宅j去に定める耐用年限を経過し老朽化した県営住宅については、改

善事業は行わず、空き住棟になり次第、除却を進める

( 3 ）東日本大震災及び熊本地震の被災者を対象に祭営住宅の一時提供

3世帯5名の被災者が入居しています（平成29年4月1臼現在）。

2 平成 29年度の取組

( 1 ）入居者の増加に向けた取組

特定公共賃貸住宅の空き住戸を準公営住宅として募集をすること等によ

る入居者数の増加促進

( 2 ）維持管理

M 引き続き指定管理者による維持管理を行う。

「三重県公営住宅等長寿命化計画J （平成 23年度～32年度）に基づき、

外壁や屋上等の改修及び高齢者仕様への住戸改善を計画的に推進

，老朽化した県営住宅の対応として、 4棟の解体工事と次年度以降解体予定

の3棟の設計

( 3 ）東日本大震災及び熊本地震の被災者を対象に県営住宅の一時提供

現在入居している被災者については、それぞれの意向を踏まえ適切に対応

するとともに、新たに被災者から県営住宅への一時入居申込みがあれば引き

続き対応していきます。
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工事検査

1 検査の目的

三重県が発注した工事が完成し、その代価を支払う際には、契約どおりに工

事目的物が完成しているか確認する必要があります（地方自治法第234条の 2）。

そのため、工事完成後、又は必要に応じて施工途中に工事検査を実施します。

2 検査の対象

工事検査は、副知事を本部長とする「公共事業総合推進本部」の所掌事務と

して、中立・公正な立場で、農林水産部・県土整備部等の知事部局、企業庁、

病院事業庁及び教育委員会が所管する全ての建設工事及び測量・調査 設計業

務を対象に行います。

3 検査の種類

工事検査の種類は次のとおりです。

( 1 ）完成検査

工事の完成を確認するための検査です。

( 2 ）出来高部分検査

工事の完成前に代価の 部を支払う必要がある場合などにおいて、その出

来高を確認するための検査です。

( 3 ）中間検査

工事の完成時には確認できなくなる部分等について、工事の施工途中で、

施工済部分を確認する必要がある場合に行う検査です。

4 実施方法

工事検査は、次の 3つの方法により、三重県建設工事検査規則に基づいて実

施しています。

( 1 ）委託検査

現地で行う実地検査を外部委託し、完成認定安県が行う検査です。

実地検査については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律Jに基づき

公共工事発注者支援機関として認定された公益財団法人三重県建設技術セン

タ へ業務委託しています。実地検査員としての資格を有する同センター職

員が、施工状況や工事目的物の出来形・品質などの確認を行い、その後、県

の工事検査担当職員が、この実地検査報告を精査し、工事の完成認定を行い

ます。

( 2）直営検査

工事検査担当の職員が直接行う検査です。

意気機械設備・営繕工事等は、年間の検査件数も少ないことから、県が直

接検査を行います。
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( 3）臨時検査員検査

事検査担当職員以外の職員から任命した臨時検査員が行う検査です。

工事検査が同日に多数重なり、委託検査で対応できない場合に行います。

なお、検査対象工事に関係する課以外の職員が検査を行い、公正性を確保

しています。

5 検査実績

（単位件）

委託検査 直営検査
臨時検査員

合計
検査

平成 26年度 3, 124 306 704 4 134 

平成 27年度 2, 759 409 400 3, 568 

平成 28年度 2, 530 292 369 3 1 91 
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